
                           『日本の息吹』平成２５年５月[熊本版]第１８７号 

日
本
会
議
全
国
理
事
会
・
総
会
報
告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
局
長 

片
岡
正
憲 

日
本
の
息
吹

誇
り
あ
る
国
づ
く
り
を
め
ざ
す
オ
ビ
ニ
オ
ン
誌

―　

熊　

本　

県　

民　

版　

―

発行所

日本会議熊本

事務局　 〒860-0005

熊本市宮内3-1

熊本県神社庁内

TEL　 096-322-7484

FAX   096-322-7494

EM a l k n ippon@

　 crocus.ocn .ne .jp

担当　 山下

 

四
月
七
日
（
日
）、
日
本
会
議
の
理
事
会
・
総
会
が
東
京
で
開
催
さ
れ
ま

し
た
。 

理
事
会
で
は
、
本
年
度
の
方
針
が
審
議
・
了
承
さ
れ
、
決
算
・
予
算
が

審
議
・
了
承
さ
れ
ま
し
た
。 

昨
年
度
は
、
領
海
警
備
等
に
関
す
る
法
律
の
制
定
や
、
女
性
宮
家
問
題

等
に
関
す
る
パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
、
衆
議
院
選
挙
の
勝
利
と
、
重
要
な

一
年
と
な
り
、
本
年
は
参
議
院
選
挙
に
勝
利
す
れ
ば
、
い
よ
い
よ
憲
法
改

正
が
実
現
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
重
要
な
年
に
な
り
ま
す
。 

総
会
で
は
、
参
議
院
選
挙
に
向
け
、
全
国
区
で
日
本
会
議
が
推
薦
す
る

二
人
の
候
補
、
有
村
治
子
先
生
、
衛
藤
晟
一
先
生
が
登
壇
さ
れ
、
憲
法
改

正
な
ど
に
向
け
た
決
意
を
話
さ
れ
ま
し
た
。 

そ
の
後
、
来
賓
紹
介
が
あ
り
、
本
県
か
ら
ご
参
加
頂
い
た
一
区
の
木
原

稔
先
生
も
紹
介
さ
れ
ま
し
た
。 

各
界
か
ら
の
ご
提
言
で
は
櫻
井
先
生
が
憲
法
改
正
に
向
け
た
決
意
を
語

ら
れ
、
前
名
護
市
長
の
島
袋
吉
和
氏
か
ら
は
普
天
間
の
移
設
問
題
を
お
話

に
な
り
ま
し
た
。
ま
さ
に
辺
野
古
へ
の
移
設
の
当
事
者
で
も
あ
っ
た
前
市

町
か
ら
、
移
設
へ
の
経
緯
を
時
系
列
で
具
体
的
に
語
ら
れ
ま
し
た
。
前
市

町
は
現
在
も
普
天
間
の
危
険
性
を
除
去
し
、
辺
野
古
移
設
を
促
進
す
る
会

合
を
開
い
て
も
、
千
名
や
二
千
名
の
規
模
で
人
々
が
参
加
し
て
も
マ
ス
コ

ミ
が
全
く
取
り
上
げ
ず
、
少
人
数
で
も
左
派
が
行
う
反
基
地
の
行
事
は
大

き
く
取
り
上
げ
る
現
状
を
話
さ
れ
、沖
縄
へ
の
支
援
を
訴
え
ら
れ
ま
し
た
。 

最
後
に
、日
本
会
議
熊
本
が
長
年
の
日
本
会
議
で
の
活
動
を
評
価
頂
き
、

活
動
功
労
地
区
と
し
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。
会
を
代
表
し
て
花
吉
副
会
長

が
表
彰
状
を
受
け
取
ら
れ
ま
し
た
の
で
ご
報
告
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。 

  

熊
本
県
特
別
殉
国
者
英
霊
顕
彰
碑
清
掃
活
動
報
告 

会
員 

山
下
正
順 

 

去
る
、
三
月
二
十
日
、
春
分
の
日
に
龍
田
霊
園
内
の
熊
本
県
特
別
殉
国 

者
英
霊
顕
彰
碑
の
清
掃
及
び
慰
霊
祭
を
行
い
ま
し
た
。
熊
本
県
特
別
殉
国

者
英
霊
顕
彰
碑
は
県
出
身
の
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
級
戦
犯
と
し
て
、
正
当
な
裁
判

を
受
け
る
こ
と
も
な
く
処
刑
さ
れ
た
方
々
を
顕
彰
す
る
た
め
建
立
さ
れ
た

も
の
で
す
。 

 

当
日
は
朝
か
ら
強
い
雨
が
降
っ
て
お
り
ま
し
た
が
、
清
掃
を
始
め
る
頃

廻
り
に
た
ま
っ
た
落
ち
葉
を
か
き
集
め
、
石
碑
を
た
わ
し
や
タ
オ
ル
で  

に
は
小
雨
に
な
り
、
無
事
清
掃
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
顕
彰
碑
の 

磨
き
上
げ
、
す
っ
か
り
き
れ
い
に
な
り
ま
し
た
。 

 

慰
霊
祭
で
は
、
国
歌
斉
唱
の
後
、
英
霊
の
中
の
お
一
人
の
残
さ
れ
た
文 

章
を
読
み
上
げ
、
参
加
者
全
員
で
お
焼
香
を
し
ま
し
た
。
私
た
ち
の
歌
う 

国
歌
を
を
聞
い
て
、近
く
を
通
り
か
か
っ
た
方
が
飛
び
入
り
で
参
加
さ
れ
、 

厳
粛
な
雰
囲
気
の
中
、
執
り
行
う
事
が
出
来
ま
し
た
。 

 

顕
彰
碑
の
廻
り
に
は
、
薄
紅
色
の
桜
が
咲
き
始
め
、
英
霊
も
喜
ば
れ
た 

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。 

 

今
後
も
清
掃
活
動
を

て
参
り
ま
す
の
で
、
多
く
の
方
の
ご
参
加
を 
行
っ

お
待
ち
し
て
お
り
ま
す
。 
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講
師
論
文
紹
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強
大
な
「
中
国
海
警
局
」
が
牙
を
む
く 

 
東
海
大
学
教
授
・
山
田
吉
彦
（
産
経
新
聞
三
月
二
十
七
日
付
「
正
論
」
よ
り
）  

中
国
は
全
国
人
民
代
表
大
会
で
、
国
家
海
洋
局
の
中
に
海
洋
で
の
警
察

権
を
行
使
す
る
部
門
を
統
合
し
た
「
中
国
海
警
局
」
を
創
設
し
、
習
近
平
・

新
国
家
主
席
の
指
導
の
下
、
「
海
洋
強
国
化
」
を
推
進
す
る
態
勢
を
固
め

た
。
海
警
局
は
、
人
民
解
放
軍
と
は
別
個
の
、
行
政
組
織
直
属
の
艦
隊
と

も
い
う
べ
き
も
の
で
、
初
代
局
長
に
は
武
装
警
察
を
束
ね
る
公
安
省
の
次

官
が
就
任
し
た
。 

《
ア
ジ
ア
最
大
の
海
上
警
備
機
関
に
》 

 

東
シ
ナ
海
で
の
中
国
公
船
の
動
き
は
こ
こ
数
カ
月
、活
発
化
し
て
い
た
。

尖
閣
諸
島
周
辺
の
日
本
領
海
内
へ
の
侵
入
頻
度
、滞
留
時
間
と
も
に
増
え
、

二
月
に
は
日
本
漁
船
が
中
国
公
船
に
追
尾
さ
れ
る
事
態
ま
で
起
き
、
最
新

鋭
の
大
型
警
備
船
の
投
入
な
ど
装
備
面
も
強
化
さ
れ
た
。
海
警
局
創
設
へ

の
布
石
を
打
ち
、
東
シ
ナ
海
を
「
核
心
的
利
益
」
と
位
置
付
け
て
計
画
的
、

組
織
的
に
動
い
て
い
る
表
れ
だ
っ
た
と
み
て
い
い
。 

 

中
国
の
海
洋
進
出
は
、
「
世
論
戦
」
「
心
理
戦
」
「
法
律
戦
」
の
三
戦

理
論
に
基
づ
き
進
め
ら
れ
て
き
た
。 

 

世
論
戦
で
は
内
に
向
け
て
、
海
洋
強
国
化
を
宣
言
し
、
資
源
エ
ネ
ル
ギ

ー
や
水
産
資
源
の
確
保
な
ど
を
喧
伝
（
け
ん
で
ん
）
し
、
海
の
重
要
性
を

国
民
に
周
知
し
て
い
る
。
外
に
対
し
て
は
、
国
連
な
ど
の
舞
台
を
利
用
し

て
、
南
シ
ナ
海
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
島
々
の
領
有
の
正
当
性
を
勝
手
な

理
屈
で
国
際
世
論
に
訴
え
て
い
る
。
日
本
を
は
じ
め
ベ
ト
ナ
ム
、
フ
ィ
リ

ピ
ン
な
ど
に
対
し
領
有
権
争
い
を
挑
み
、
恫
喝
（
ど
う
か
つ
）
外
交
や
貿

易
規
制
、
国
民
動
員
の
抗
議
活
動
な
ど
に
よ
り
心
理
的
圧
迫
を
加
え
る
戦

術
を
展
開
し
て
い
る
。 

法
律
戦
で
は
、
領
海
法
、
海
島
保
護
法
な
ど
の
海
洋
権
益
の
根
拠
と
な

る
国
内
法
の
整
備
を
進
め
、
そ
う
し
た
独
善
的
な
法
体
系
を
守
る
た
め
に

武
装
警
備
機
関
の
創
設
を
目
指
し
て
き
た
。
そ
れ
が
海
警
局
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。 

 

従
来
、
中
国
の
海
洋
警
備
機
能
は
、
「
五
龍
」
と
呼
ば
れ
る
五
つ
の
組

織
に
分
散
さ
れ
て
き
た
。
海
洋
調
査
・
管
理
を
担
当
す
る
「
海
監
」
（
国

家
海
洋
局
所
属
）
、
海
の
治
安
部
隊
で
あ
る
「
海
警
」
（
公
安
省
）
、
漁

民
と
漁
場
を
管
轄
・
管
理
す
る
「
漁
政
」
（
農
業
省
）
、
航
行
安
全
を
守

る
「
海
巡
」
（
交
通
運
輸
省
）
、
そ
し
て
密
輸
取
り
締
ま
り
船
（
税
関
総

署
）
で
あ
る
。 
 

こ
の
う
ち
海
巡
を
除
く
四
つ
の
海
洋
警
備
部
門
を
一
本
化
し
た
。
統
括

す
る
船
艇
は
三
千
隻
超
と
、
日
本
の
海
上
保
安
庁
を
は
る
か
に
凌
ぐ
ア
ジ

ア
最
大
の
海
上
警
備
機
関
と
な
っ
た
。 

《
日
本
漁
船
拿
捕
の
事
態
を
防
げ
》 

 

海
保
が
恐
れ
る
の
は
海
警
局
に
よ
る
法
執
行
で
あ
る
。
尖
閣
諸
島
海
域

に
出
没
す
る
公
船
が
警
察
権
を
持
つ
こ
と
は
今
後
、
日
本
の
漁
船
が
拿
捕

（
だ
ほ
）
さ
れ
漁
民
が
逮
捕
さ
れ
る
事
態
を
予
測
さ
せ
る
。
仮
に
漁
船
が

捕
ま
っ
て
中
国
に
連
行
さ
れ
で
も
し
た
ら
、
日
本
政
府
は
ど
の
よ
う
な
手

を
打
て
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

北
方
領
土
海
域
で
は
、
ロ
シ
ア
（
旧
ソ
連
）
に
拿
捕
さ
れ
た
日
本
の
漁

船
、
漁
民
は
泣
き
寝
入
り
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
韓
国
が
一
方
的
に
不
法

に
定
め
た
専
管
水
域
、
李
承
晩
ラ
イ
ン
を
越
え
た
多
く
の
漁
民
も
犠
牲
に

な
っ
た
。 

そ
れ
以
上
に
問
題
と
な
り
そ
う
な
の
は
、
海
警
局
部
隊
が
中
国
漁
民
を

伴
っ
た
り
し
て
尖
閣
上
陸
を
強
行
し
た
場
合
で
あ
る
。
軍
に
よ
る
侵
攻
と

は
違
っ
て
警
察
権
の
行
使
と
な
り
、
自
衛
隊
の
投
入
は
困
難
と
な
る
。
当

然
、
日
米
安
全
保
障
条
約
第
五
条
の
適
用
外
だ
。 

 

中
国
は
、
海
警
局
を
前
面
に
押
し
出
し
て
海
軍
を
温
存
す
る
こ
と
で
、

中
国
よ
り
も
優
位
に
立
つ
日
米
の
海
軍
力
を
制
約
で
き
る
。
海
警
局
の
登

場
は
、
東
シ
ナ
海
に
お
け
る
米
国
の
影
響
力
に
歯
止
め
を
か
け
る
こ
と
に
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も
な
る
。
（
〜
後
略
〜
） 

 
二
月
二
十
一
日
に
開
催
し
た
憲
法
フ
ォ
ー
ラ
ム
（
櫻
井
氏
・
百
地
氏
講
演
）

参
加
者
ア
ン
ケ
ー
ト
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。 

の

 

殆
ど
の
内
容
は
周
知
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
演
者
の
気
迫
が
直
接
伝
わ

り
、
あ
ら
た
め
て
日
本
人
が
浮
か
れ
て
い
る
状
況
で
な
い
こ
と
が
判
り
ま

し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六
十
七
歳
男
性 

 

中
国
の
戦
略
を
詳
し
く
易
し
く
解
説
し
て
下
さ
り
、
大
変
分
り
や
す
い

内
容
で
し
た
。
ジ
ョ
ン
・
Ｆ
・
ケ
リ
ー
が
中
国
寄
り
に
な
っ
て
き
て
い
る

事
は
あ
ま
り
メ
デ
ィ
ア
で
報
道
さ
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
大
事
な
こ
と
を

知
る
事
が
出
来
ま
し
た
。
と
同
時
に
強
い
危
機
感
を
抱
き
ま
し
た
。
今
動

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
し
た
。 

 
 
 
 
 

三
十
一
歳 

 

憲
法
改
正
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
順
序
立
て
て
話
さ
れ
た
の
で
非
常
に

分
り
や
す
か
っ
た
。
今
の
日
本
が
ど
れ
だ
け
危
険
な
状
態
に
置
か
れ
て
い

る
の
か
改
め
て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
こ
の
危
機
的
な
状
況
を
全
国
民
が

知
り
、
全
国
民
で
こ
の
日
本
を
守
っ
て
い
か
ね
ば
、
将
来
の
日
本
は
な
い

な
と
思
っ
た
。
ま
ず
は
、
身
の
回
り
の
人
に
、
今
日
聞
い
た
こ
と
を
伝
え

て
い
き
た
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

十
九
歳
女
性 

 
 

櫻
井
よ
し
こ
先
生
の
講
演
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
も
の
で
し
た
。
中
国

で
の
反
日
運
動
が
す
ご
い
も
の
と
は
聞
い
て
い
ま
し
た
が
、
本
日
の
お
話

を
聞
く
中
で
、
背
筋
が
寒
く
な
る
思
い
で
し
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
も
内
向

き
に
な
っ
て
お
り
、
中
国
と
手
を
つ
な
い
で
い
こ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を

お
聞
き
し
、
日
米
安
保
条
約
も
効
力
が
少
な
い
、
是
非
憲
法
を
改
正
し
、

日
本
は
自
分
た
ち
の
力
で
守
る
の
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

六
十
代
女
性 

 
 

  

【
新
連
載
】
台
湾
と
熊
本

「
六
士
先
生
」
そ
の
２
） 

・
第
二
回
（

平
井
数
馬
の
来
歴 

 
 
 

 

理
事
長 

多
久
善
郎 

  

平
井
数
馬
は
、
明
治
十
一
年
七
月
二
十
六
日
に
松
橋
町
で
生
ま
れ
た
。

六
人
兄
弟
の
四
男
で
あ
る
。
一
家
は
、
西
南
戦
争
の
戦
火
に
遭
っ
て
熊
本

市
か
ら
移
り
住
ん
で
い
た
。
数
馬
出
生
の
翌
年
に
は
熊
本
市
の
新
屋
敷
町

に
移
転
し
た
。
数
馬
は
手
取
小
学
校
に
入
学
し
、
高
等
科
を
経
て
、
中
学

済
々
黌
に
入
学
し
た
。
成
績
は
優
秀
で
団
長
を
務
め
、
剣
道
・
柔
道
・
水

泳
が
得
意
だ
っ
た
。
特
に
柔
道
の
腕
前
は
師
範
も
認
め
て
い
た
。
後
に
芝

山
巖
で
非
命
に
斃
れ
た
時
も
、
土
匪
を
組
み
伏
せ
て
戦
っ
た
逸
話
が
残
っ

て
い
る
。
済
々
黌
は
明
治
二
十
四
年
に
他
の
私
学
四
校
と
合
併
し
て
「
九

州
学
院
」
と
な
り
、
普
通
科
・
専
門
科
を
擁
し
て
い
た
。
二
十
七
年
に
は

普
通
科
が
、
熊
本
県
尋
常
中
学
済
々
黌
と
し
て
再
び
分
離
し
、
九
州
学
院

に
は
専
門
科
の
み
が
残
っ
た
（
明
治
三
十
年
に
は
閉
校
）。
平
井
は
二
十
八

年
一
月
に
そ
の
九
州
学
院
支
那
語
学
科
に
進
み
、
六
月
に
は
終
了
し
た
。

通
訳
官
を
目
指
し
た
平
井
は
、
知
人
の
斡
旋
で
台
湾
総
督
府
雇
員
民
生
局

内
務
部
に
採
用
さ
れ
、
八
月
十
七
日
に
台
北
に
到
着
し
た
。
二
十
四
日
に

は
学
務
部
に
移
り
、
学
務
部
が
置
か
れ
た
芝
山
巖
学
堂
の
舎
監
に
任
じ
ら

れ
た
。
芝
山
巖
の
あ
る
士
林
地
区
は
、
学
問
が
盛
ん
な
所
だ
っ
た
。
日
本

語
教
授
の
呼
び
か
け
に
応
じ
て
、
地
元
の
青
壮
年
二
十
七
名
が
三
組
に
分

か
れ
て
学
ん
で
い
た
。
そ
の
殆
ど
が
平
井
よ
り
年
長
だ
っ
た
。
平
井
は
語

学
の
才
に
優
れ
、
九
月
に
は
『
軍
隊
憲
兵
用
台
湾
語
』
の
原
稿
を
草
し
て

い
る
が
、
発
音
の
片
仮
名
表
記
は
細
か
く
正
確
だ
っ
た
。
平
井
は
そ
の
書

に
「
微
笑
生
」
と
自
ら
を
称
し
て
い
る
。 
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【
日
本
会
議
豆
知
識
百
六
十
二
】 

中
国
は
何
時
滅
亡
す
る
か 

 

副
会
長 

花
吉 

洋
一 

  

中
国
は
、
十
年
以
内
に
は
、
亡
び
る
だ
ろ
う
。 

 

理
由
は
、
あ
ま
り
に
も
経
済
格
差
が
激
し
く
、
国
民
、
大
衆
の
不
満
が
渦

い 

巻

て
い
て
、
何
時
、
暴
発
し
て
、
反
政
府
、
革
命
運
動
に
発
展
し
か
ね
な
い
。 

 

年
間
二
十
万
件
の
暴
動
が
起
こ
っ
て
い
る
。
一
日
に
、
平
均
五
百
件
と
な
る
。 

 

中
国
政
府
は
、
ガ
ス
抜
き
の
為
、
尖
閣
列
島
問
題
で
、
一
日
百
元
（
千
二
百
円 ）

の
手
当
で
、
反
日
デ
モ
を
さ
せ
て
い
る
が
、
民
衆
は
「
反
日
」
を
絶
叫
し
な
が
ら
、 

日
本
製
の
自
動
車
、
商
店
、
工
場
を
破
壊
し
た
が
、
そ
れ
が
反
政

モ
に
変
化 

府
デ

し
か
ね
な
い
の
で
、
途
中
で
、
中
国
政
府
は
中
止
さ
せ
て
い
る
。 

 

中
国
は
、
六
〇
年
前
に
、毛
沢
東
が
、共
産
主
義
の
国
家
建
設
の
宣
言
を
し

 

た
。

前
半
の
三
〇
年
間
は
、
北
朝
鮮
の
様
に
、
貧
乏
だ
っ
た
が
、
平
等
だ
っ
た
。 

 

そ
の
後
、
鄧
小
平
が
、
改
革
開
放
路
線
を
と
り
、「
豊
か
に
な
り
た
い
者
か
ら
、 

豊
か
に
な
れ
」
と
、
市
場
経
済
の
社
会
主
義
を
や
っ
た
。 

 

す
る
と
、
権
力
者
が
、
立

を
利
用
し
て
、
人
口
の
一
％
が
、
国
民
の
稼
い
だ 

場

富
の
四
〇
％
を
独
占
し
た
。 

 

日
本
の
様
に
、
累

課
税
や
相
続
税
で
、
富
を
分
配
す
る
事
も
な
く
、
健
康
保 

進

険
も
年
金
も
な
い
。 

 

江
沢
民
は
大
財
閥
だ
し
、
温
家
宝
も
二
千
四
百
億
円
の
財
産
を
持
ち
、
習
近
平 

主
席
も
五
百
億
円
の
資
産
家
だ
そ
う
だ
。
権
力
者
達
は
、
富
を
ひ
そ
か
に
外
国
に 

移
転
さ
せ
て
い
る
が
、

れ
が
年
間
十
兆
円
で
、
子
供
は
外
国
に
留
学
さ
せ
、
何 

そ

時
で
も
逃
げ
出
せ
る
。 

 

経
済
状
況
、
国
民
所
得
、
富
の
分
配
状
況
、
そ
の
他
の
統
計
数
字
を

析
す
る 

分

、
何
時
革
命
が
起
き
て
、
国
家
が
崩
壊
し
て
も
、
お
か
し
く
な
い
。 

と

 

【
行
事
案
内
】 

第

四

憲
法
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

十

回

 
 

五
月
三
日
（
祝
）
十
三
時
半
〜 

日

時

 
 

熊
本
県
民
交
流
館
パ
レ
ア
ホ
ー
ル
（
十
階
） 

会

場

 
 

驚
く
べ
き
日
本
国
境
の
現
実
！ 

演

題

 
 
 
 

〜
海
洋
国
家
日
本
の
目
指
す
べ
き

路
と
は
〜 

進

講 
 

山
田 

吉
彦
氏
（
東
海
大
学
教
授 

海

学
専
門
） 

師

洋

 

前
売
券
千
五
百
円
、 

当
日
券
二
千
円 

入
場
料

 
 
 
 

学
生
・
日
本
会
議
熊
本
の
正
会
員
以
上
は
無
料 

※
学
生
証
・
会
員
証
を
ご
提
示
下
さ
い 

 

平
成
二
十
五
年
度
中
部
支
部
総
会 

日

時

 
 

ク
レ
イ
ン
パ
レ
ス
（
上
益
城
） 

 
 

五
月
十
七
日
（
金
）
十
四
時
〜 

会

場

 

師 

馬
場 

成
志
氏
（
前
熊
本
県
議
会
議
長
） 

講

 

平
成
二
十
五
年
度
合
志
支
部
総
会 

日

時

 
 

ユ
ー

レ
ス
弁
天
（
合
志
市
） 

 
 

五
月
十
九
日
（
日
）
十
六
時
〜 

会

場

パ

 

師 

坂
本 

杲
氏
（
菊
池
神
社
宮
司
） 

講
 

日
本
女
性
の
会
熊
本
県
支
部
平
成
二
十
五
年
度
総
会
・
記
念
講
演
会 

日

時

 
 

熊
本
県
護
国
神
社
英
霊
顕
彰
館 

 
 

五
月
二
十
五
日
（
土
）
十
三
時
半
〜 

会

場

 
 

多
久
善
郎
氏
（
日
本
会
議
熊
本
理
事
） 

講

師

演 

題 

伊
勢
神
宮
・
出
雲
大
社
の
式
年
遷
宮
の
歴
史
と
文
化 


